
富士見市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

 

第１ 内容 

   地方税法施行令の改正に伴い、国民健康保険税の減額の基準となる所得（軽減判

定基準所得）の計算方法を図表１のように改めました。 

 

図表１  

 平成 29年度 平成 28年度 

７割 330,000 円 330,000 円 

５割 330,000円+270,000円×被保険者数 330,000円+265,000円×被保険者数 

２割 330,000円+490,000円×被保険者数 330,000円+480,000円×被保険者数 

 

図表２ 法定軽減拡大のイメージ（１人世帯の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 経緯と今後の予定 

  平成２９年 ３月３１日 地方税法施行令の一部を改正する政令公布 

              同日、専決処分 

  平成２９年 ４月 １日 改正条例施行 

※６月議会において、承認を求める予定 

 

7割 
5割 2 割 

賦課限度額 

  

    33  59.5  60     81  82                                 （所得） 

応能分 

応益分 

基準を据え置くと、物価も上昇したために、少
し収入が増えただけで、実質的な生活状況が変
わらないにもかかわらず軽減対象から外れてし
まうことがあります。そのため、国では経済動
向（物価の変動、名目賃金の上昇等）を踏まえ、
従来の軽減対象者が軽減から外れてしまわない
ように基準を引き上げる政令を公布しました。 

専決処分とは・・・本来、条例は議会の議決を経る必要がありますが、議会を招集

する時間がなく緊急を要する時などは、市長は本来議会が議決すべき案件を決裁

することができるとされています（地方自治法第 179条第 1項）。その場合、市

長は、専決処分後に初めて開かれる議会で専決処分を行ったことを報告し、承認

を求めなければならないとされています（同第 3項）。なお、承認を得られなかっ

たとしても処分の効果に影響はありません。 

別紙２ 


